
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 湊川公園再整備工事（その２） 

工事概要 

園路広場工 １式、雨水排水工 １式、植栽工 １式、休憩施設工 １式 他 

 

工期延長の理由 

 

スロープ擁壁工の施工において、掘削範囲にある既設関電柱に対する安全対策をとるため、関西電

力との調整及び土留め工の検討に時間を要した。 

 

スロープ擁壁の床付地盤について、擁壁の設計に対する支持力が不足している恐れがあったため、

地盤支持力の調査に時間を要した。 

 

よって、３９日の工期延長をいたしたく。 

 


